
一般社団法人恵那青年会議所役員及び委員長選任規程  

  

第１章   目 的  

（目的）  

第１条   本規程は、一般社団法人恵那青年会議所定款第１５条第２項に基づく役員選任 

の方法に関する事項を規定する。  

  

（用語の定義）  

第２条     本規程において一般社団法人恵那青年会議所を「本会」、一般社団法人恵那青年 

会議所定款を「定款」と称する。  

    ２     前項のほかに本会の定款に略称をもって定義した規程は、本規程においてもこ 

れを適用する。  

   

第２章   選挙管理委員会  

（設置目的）  

第３条     本会は、理事長、監事、理事の選出、選挙に関する事務を管理するため、選挙 

管理委員会を設置する。  

  

（選挙管理委員の選出）  

第４条   選挙管理委員会は、定員３名以上とし、毎年４月上旬までに理事長が理事会の 

承認を得て正会員の中より指名する。  

  

（選挙管理委員長）  

第５条     選挙管理委員会委員長は、委員の互選による。  

２     委員長は、理事長、監事、理事の選出等、選挙に関する一切の管理運営に当た 

る。  

  

第３章   理事長  

（選出方法）  

第６条      次年度理事長は、原則として選挙によって選出される。  

  

（選挙権）  

第７条      本会の正会員は、すべて選挙権を有する。  

 

 



（被選挙権）  

第８条      原則として、正会員として在籍４年以上の副理事長経験者、または在籍４年以 

上の委員長（事務局長）及び専務理事双方を経験したものは、すべて被選挙 

権を有する。  

  

（推薦者の資格要件）  

第９条      被選挙権を有する会員が、次年度の理事長の立候補者となるには、入会後１年 

以上の正会員５名以上の推薦を必要とする。  

  

（立候補）  

第１０条   立候補者は、立候補届出書に本人氏名及び経歴等必要事項を記載し、推薦者名 

簿を添えて、毎年４月末日までに選挙管理委員会へ届け出なければならない。  

  

（投票）  

第１１条    複数の立候補者があった場合は、投票によって当選を決する。  

２  投票は所定の用紙を用い、無記名単記投票とする。投票日時及び投票場所 

は、選挙管理委員会委員長が告示する。  

３  対立候補者なき場合は、投票は行わず、無投票当選とする。  

  

（選挙の成立）  

第１２条   選挙は正会員の３分の２以上の投票により成立する。  

  

（当選必要票数）  

第１３条    当選は、有効投票数の過半数を必要とする。但し、立候補者の得票数が過半数 

に満たない場合は上位２名に対して決選投票を行う。  

    

（理事長選考委員会）  

第１４条    ４月末日までに立候補者なき場合、理事長は、理事会の承認を得て、理事長選 

考委員会を設置する。  

２  前項の構成委員は、第８条に規定する被選挙権を有する者全員と理事長経験 

者及び本年度理事長とする。  

３  理事長選考委員会は、理事長選考に関する一切の業務に当たり、委員長は委 

員の互選による。  

４  理事長選考委員会は、５月末日までに理事長選考を終え、選挙管理委員会へ 

届け出なくてはならない。  

  



（総会の承認）  

第１５条   前条により、当選人が確定したとき、本年度理事長は、理事会の議決を得 

て、その氏名を総会に報告し、承認を得なければならない。  

２     当該年度中は、これを次年度理事長予定者と称す。  

   

第４章   副理事長、専務理事、理事、監事  

（副理事長、専務理事）  

第１６条     次年度の副理事長及び専務理事は、理事長予定者が指名し、理事会及び総会 

の承認を得なければならない。  

  

（理事）  

第１７条     次年度理事は、次年度理事長予定者が、次年度直前理事長、副理事長、専務 

理事及び監事予定者を除く正会員の中より指名し、理事会及び総会の承認を 

得なければならない。  

  

（監事）  

第１８条     次年度監事は、選挙管理委員会の管理の下で当該年度理事長、次年度理事 

長、副理事長、専務理事及び理事予定者を除き、選挙時において理事経験者 

の正会員の中から無記名投票で選出選挙し、上位定数をもって決する。  

２   前項にかかわらず、監事は特別会員を候補者とすることを妨げない。  

３   原則として、次年度卒業予定の正会員を監事とする場合、任期は卒業年度と 

    その翌年度とする。なお、再任することを妨げない。 

４   監事について、２年の任期が満了した後、正会員として１年以上の期間が残 

っている者については、再任することを妨げない。  

   

第５章   委員長  

（委員長の選任）  

第１９条     次年度委員長は、次年度理事長予定者が、第１７条の理事の中より選任す 

る。  

   

第６章   役員及び委員長の補充選任及び任期  

（副理事長、専務理事、理事、委員長）  

第２０条    本規程によって選出された副理事長、専務理事、理事及び委員長に欠員が生 

じ、その補充の必要が生じたときには、当該年度理事長が理事会及び総会の 

承認を得て、正会員の中より指名によって選出し補充する。  



２ 副理事長、専務理事、理事及び委員長の補充を行った場合には、当該年度理

事長は、それ以後の最初の例会において選任に関する経過の概要を説明しな

ければならない。  

３ 後任の役員及び委員長の任期は、従前者の任期が満了するまでとする。  

  

（理事長、次年度理事長予定者、監事）  

第２１条    理事長、次年度理事長予定者及び監事に欠員が生じた場合、その補充選挙方法 

については、本規程の選出方法に準ずる事を原則として理事会の決定による。  

２ 理事長、次年度理事長予定者及び監事の補充を行った場合、総会の承認を得

なければならない。  

３ 前項の任期は、従前者の任期が満了するまでとする。  

   

第７章   雑 則  

（規程の改廃）  

第２２条    本規程の改廃は、理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。  

  

附 則  

本規程の変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１項

において読み替えて準用する同法第１０６条第１項に定める一般社団法人の設立の登記の日

から施行する。  

 

   令和６年０８月０９日 改定 


